
森林地域の縮小に係る計画図変更手続きについて

・土地利用基本計画の計画図を変更する場合には、国土利用計画法第９条第１０項の

規定により、予め同法第３８条第１項の国土利用計画審議会（本県でいう総合計画審

議会）の意見を聴くこととされていますが、福島県総合計画審議会運営規程の改正に

より、森林地域の縮小については、会長専決の後、総合計画審議会において事後報告

を行うこととされています。

林地開発許可の流れ 土地利用基本計画（総合計画審議会）

森林審議会の意見を聴取し、

知事が森林の開発を許可 ※１

↓

開発行為着工

↓

開発行為完了

↓ 報告 ※２

開発行為完了確認 ① 土地利用基本計画の変更を会長専決

（森林地域の縮小）

② 県が審議会に報告

③ 国に意見聴取

④ 土地利用基本計画の変更

森林審議会の審議を経て

地域森林計画を変更

（対象森林を除外）

※１ 森林法第１０条の２にある開発許可制度では、災害防止、水害防止、水資源の

確保、環境保全の許可要件を満たす場合、森林審議会の意見を聴取し、知事が許

可することとなっております。（森林審議会のメンバー：大学教授、首長代表、森

林管理署、林業関係団体、NPO法人、建築士等）

※２ 個別法である地域森林計画の対象森林を除外するには、事前に上位計画である

土地利用基本計画の森林地域を除外する必要があります。
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